
  別紙　③

　　　　　　　　　　　　　     補助金事業等収益明細書

              （自）令和　６年　４月　１日　　（至）令和　７年　３月３１日

社会福祉法人　祥健会
拠点区分：特別養護老人ホーム　とうごう苑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         （単位：円）
区
分 とうごう苑 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ｼｮｰﾄｽﾃｲ 支援ｾﾝﾀｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ さくら荘

鹿児島労働局 特定求職者雇用開発助成金 920,309 0 920,309 0 920,309
鹿児島県 介護職員処遇改善支援補助金 443,918 0 443,918 0 443,918
鹿児島県 介護職員処遇改善支援補助金 71,138 0 71,138 0 71,138
鹿児島県 介護職員処遇改善支援補助金(予防) 3,555 0 3,555 0 3,555
鹿児島県 介護職員処遇改善支援補助金 69,084 0 69,084 0 69,084
鹿児島県 介護職員処遇改善支援補助金 270,609 0 270,609 0 270,609
鹿児島県 介護職員処遇改善支援補助金(予防) 4,080 0 4,080 0 4,080
鹿児島県 介護職員処遇改善支援補助金 111,522 0 111,522 0 111,522
鹿児島県 介護職員処遇改善支援補助金(予防) 6,004 0 6,004 0 6,004
鹿児島県 結核健康診断補助金 59,998 0 59,998 0 59,998

1,960,217 0 1,960,217 0 1,424,225 74,693 69,084 0 274,689 117,526

利

息

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

償

還

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,960,217 0 1,960,217 0 1,424,225 74,693 69,084 0 274,689 117,526

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業収益の場合は「児童事業」
　　　　　保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」
　　　　　医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は
　　　　　「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。
　　　　　　なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」とい際されている場合のみ、「補助事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
　　　２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
　　　　　また、「交付金額等合計の拠点区分毎の内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
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